
JP 5255955 B2 2013.8.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置に設けられる装着部に着脱可能に装着されるトナーカートリッジにおいて
、
　前記トナーカートリッジがトナー供給を行う排出開口を開閉する開閉シャッタと、
　該開閉シャッタを開位置又は閉位置に操作するシャッタ開閉部材と、
　前記トナーカートリッジに形成された被ロック部と係合して前記トナーカートリッジが
前記装着部にロックされるロック部を設けたロック部材とを備え、
　前記開閉シャッタの閉時に前記ロック部材の移動を許容し、前記開閉シャッタの開時に
前記ロック部材の移動を阻止し、
　前記装着部には、前記シャッタ開閉部材を操作し、前記開閉シャッタを開く第１の回動
位置と、前記開閉シャッタを閉じる第２の回動位置と、前記ロック部の係合を解除する第
３の回動位置を回動する操作レバーと、
　該操作レバーと協働して該操作レバーの第３の回動位置で、前記ロック部材を前記被ロ
ック部と前記ロック部の係合を解除する位置にスライドさせるカム部材とを備え、
　前記カム部材には、前記ロック部材をスライドさせる出力傾斜面を形成するとともに前
記ロック部材の前記一端部には前記出力傾斜面に当接する入力部を形成し、前記出力傾斜
面が前記入力部を摺動して、前記ロック部材をスライドさせるようにし、
　前記操作レバーは、該操作レバーの前記第２の回動位置が、前記第１の回動位置と第３
の回動位置との間に配置されている
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　ことを特徴とするトナーカートリッジの着脱構造。
【請求項２】
　前記ロック部材は、前記被ロック部と前記ロック部の係合を行う第１のスライド位置と
前記被ロック部と前記ロック部の係合と解除を行う第２のスライド位置へ移動可能であっ
て、
　前記ロック部材のスライド方向の一端部を前記シャッタ開閉部材に臨む位置に配置し、
　前記ロック部材には、該ロック部材のスライドが阻止される係合部を設けるとともに前
記シャッタ開閉部材には前記係合部に係合して前記ロック部材第１のスライド位置から第
２のスライド位置への移動を規制するスライド阻止部を形成してなり、
　該シャッタ開閉部材が前記閉位置にあるとき、前記係合部と前記スライド阻止部とが非
係合関係にあり、前記シャッタ開閉部材が前記閉位置以外の位置にあるとき、前記係合部
が前記スライド阻止部に係止されるようにしたことを特徴とする請求項１に記載のトナー
カートリッジの着脱構造。
【請求項３】
　前記ロック部材の係合部は、該ロック部材面から前記シャッタ開閉部材側へ突出した突
部であって、前記シャッタ開閉部材は、該シャッタ開閉部材を前記開位置と前記閉位置に
規定する回動軸を設け、前記シャッタ開閉部材のスライド阻止部は、前記シャッタ開閉部
材の周囲に形成した円弧形状の突出部であり、該突出部は前記係合部が前記ロック部材の
スライドを規制する側に配置するようにしたことを特徴とする請求項１又は２に記載のト
ナーカートリッジの着脱構造。
【請求項４】
　前記操作レバーの外周部には、前記シャッタ開閉部材に形成した歯車を回転させて前記
開閉シャッタを開閉させる歯車領域と、該歯車領域に連続し前記開閉シャッタを閉位置に
させた状態で前記シャッタ開閉部材の歯車と非係合状態にある歯車レス領域と、該歯車レ
ス領域の終端位置に対応させて前記カム部材を回転させるカム駆動部を形成したことを特
徴とする請求項１～３のいずれかに記載のトナーカートリッジの着脱構造。
【請求項５】
　前記操作レバーの前記歯車領域と前記歯車レス領域に対して、前記カム駆動部を前記操
作レバーの軸方向外側へオフセットしたことを特徴とする請求項４に記載のトナーカート
リッジの着脱構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリンタ、複写機、ファクシミリ及びこれらの複合機に備えられている現像
装置にトナーを補給するためのトナーカートリッジの着脱構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置の現像装置においては、現像の遂行に応じてトナーが消費され、現像室内
にトナーを適宜に補給することが必要である。そこで、通常、現像ハウジングにトナーカ
ートリッジを着脱自在に装着し（図３参照）、かかるトナーカートリッジから現像室にト
ナーを補給するようにしている。
　図１４は、従来のトナーカートリッジのロック構造を示している。図中に示すロック手
段１１２のロック部材１１４、操作レバー６６は、各々単独で操作される。ロック手段１
１２は、スライドレバー１１６でロック部材１１４の長手方向へスライドが可能であり、
このロック部材１１４に図示しないトナーカートリッジの外表面に形成されているフック
１９６ａ，１９６ｂ（図１２の符合１９６ａ，１９６ｂ参照：これらを、総称して符号１
９６を付す）が係止される。
【０００３】
　すなわち、トナーカートリッジの装着時に、フック１９６（トナーカートリッジは図示
せず）が係合部１２０に形成した傾斜面１２０ａを介して上方から下方に押し込まれ、フ
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ック１９６が傾斜面１２０ａを乗り越えて係合部１２０の底面に係止され、トナーカート
リッジは現像ハウジングにロックされる。
　トナーカートリッジのロックを解除するときは、ロック部材１１４の本体部から上方に
突出しているスライドレバー１１６をスライドさせることによって、フック１９６と係合
部１２０との係合を解除してからトナーカートリッジを取り外すことができる。又、トナ
ーカートリッジの補給口の開閉動作は、操作レバー６６に設けられるアーム６８で行われ
、トナーカートリッジのロック動作とは個別に行われる。すなわち、スライドレバー１１
６は、フック１９６を解除するものであり、アーム６８はトナーカートリッジの補給口の
開閉動作を行うためにある。
【特許文献１】特開２００１－２３５９３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　トナーカートリッジを取り外すときには、トナーが飛散することなく行われることが必
要である。上述したように、ロック部材１１４には、その長手方向に亘り、２箇所以上の
係合部１２０が備えられている。トナーカートリッジをトナーハウジングのような装着部
に装着する際、トナーカートリッジを斜めに挿入し、操作レバー６６に近い側の係止部１
２０にフック１９６が強引に挿入された状態でも、操作レバー６６は動作可能であり、操
作レバー６６を回動させて、シャッタ開閉部材６７を動作させて、シャッタは開状態にな
る。
　このような開状態で、トナーコンテナを強制離脱（通常動作以上の負荷をかけた状態）
させると、カートリッジのシャッタは開放されているため、トナー漏れの原因となること
があった。
【０００５】
　また、トナーカートリッジを外すときに、シャッタを閉塞し、トナーカートリッジのロ
ックを外す、複数の操作が必要となっている。
　図１４に示すシャッタ開閉部材６７がトナーカートリッジのシャッタに連結されている
シャッタを開閉し、図１４の（ａ）に示すようにシャッタ開閉部材６７の直立した状態が
、シャッタが閉状態となり、図１４の（ｂ）に示すシャッタ開閉部材６７の傾倒した状態
がシャッタの開状態となる。シャッタ開閉部材６７を回転させるためには、アーム６８を
操作して操作レバー６６を回動させることによって行う。したがって、トナーカートリッ
ジを外すには、操作レバー６６を図１４の（ｂ）に示す位置から、図１４の（ａ）に示す
位置に回動させ、さらにスライドレバー１１６をスライドさせて、ロック部材１１４の長
手方向に突出した係止部１２０とフック１９６との係合を解除する２レバー操作方式であ
る。
【０００６】
　このように、トナーカートリッジの取り外し操作が複数になると、ユーザが手順を誤っ
て誤操作を引き起こすことがあり、これを防止するため、画像形成装置に操作手順を明記
したラベル等を貼る必要がある。
　また、トナーカートリッジを取り外すには、ユーザは一方の手でトナーカートリッジの
一端を掴み、他方の手でトナーカートリッジの他端を掴もうとするため、ロック部材１１
４のスライドレバー１１６をスライドさせることが困難でもある。
　さらに、トナーカートリッジを脱着する機構は、トナー供給口を精度よく固定するため
に、トナー供給口、すなわちシャッタ近傍に配置されることが多い。この場合、通常のレ
イアウトでは装置本体の奥側に配置されることになる。したがって、この機構をレバー操
作にて動作させる場合は、奥側での操作となって操作性が悪くなる。
【０００７】
　本発明はこのような事情に鑑みてされたものであって、シャッタ開閉部材が閉位置にあ
るとき以外に、ロック部材を動作できないようにするとともに、１回のレバー操作でトナ
ーカートリッジのシャッタを閉じてかつロック部材のロックを外すことができるようにす
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るトナーカートリッジの脱着構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のトナーカートリッジの脱着構造は、画像形成装置に設けられる装着部に着脱可
能に装着されるトナーカートリッジにおいて、前記トナーカートリッジがトナー供給を行
う排出開口を開閉する開閉シャッタと、該開閉シャッタを開位置又は閉位置に操作するシ
ャッタ開閉部材と、前記トナーカートリッジに形成された被ロック部と係合して前記トナ
ーカートリッジが前記装着部にロックされるロック部を設けたロック部材とを備え、前記
開閉シャッタの閉時に前記ロック部材の移動を許容し、前記開閉シャッタの開時に前記ロ
ック部材の移動を阻止し、前記装着部には、前記シャッタ開閉部材を操作し、前記開閉シ
ャッタを開く第１の回動位置と、前記開閉シャッタを閉じる第２の回動位置と、前記ロッ
ク部の係合を解除する第３の回動位置を回動する操作レバーと、該操作レバーと協働して
該操作レバーの第３の回動位置で、前記ロック部材を前記被ロック部と前記ロック部の係
合を解除する位置にスライドさせるカム部材とを備え、前記カム部材には、前記ロック部
材をスライドさせる出力傾斜面を形成するとともに前記ロック部材の前記一端部には前記
出力傾斜面に当接する入力部を形成し、前記出力傾斜面が前記入力部を摺動して、前記ロ
ック部材をスライドさせるようにし、前記操作レバーは、該操作レバーの前記第２の回動
位置が、前記第１の回動位置と第３の回動位置との間に配置されるようにした。
　上記トナーカートリッジの着脱構造の前記ロック部材は、前記被ロック部と前記ロック
部の係合を行う第１のスライド位置と前記被ロック部と前記ロック部の係合と解除を行う
第２のスライド位置へ移動可能であって、前記ロック部材のスライド方向の一端部を前記
シャッタ開閉部材に臨む位置に配置し、前記ロック部材には、該ロック部材のスライドが
阻止される係合部を設けるとともに前記シャッタ開閉部材には前記係合部に係合して前記
ロック部材第１のスライド位置から第２のスライド位置への移動を規制するスライド阻止
部を形成してなり、該シャッタ開閉部材が前記閉位置にあるとき、前記係合部と前記スラ
イド阻止部とが非係合関係にあり、前記シャッタ開閉部材が前記閉位置以外の位置にある
とき、前記係合部が前記スライド阻止部に係止されることが好ましい。
　上記トナーカートリッジの着脱構造の前記ロック部材の係合部は、該ロック部材面から
前記シャッタ開閉部材側へ突出した突部であって、前記シャッタ開閉部材は、該シャッタ
開閉部材を前記開位置と前記閉位置に規定する回動軸を設け、前記シャッタ開閉部材のス
ライド阻止部は、前記シャッタ開閉部材の周囲に形成した円弧形状の突出部であり、該突
出部は前記係合部が前記ロック部材のスライドを規制する側に配置することができる。
　上記トナーカートリッジの着脱構造の前記操作レバーの外周部には、前記シャッタ開閉
部材に形成した歯車を回転させて前記開閉シャッタを開閉させる歯車領域と、該歯車領域
に連続し前記開閉シャッタを閉位置にさせた状態で前記シャッタ開閉部材の歯車と非係合
状態にある歯車レス領域と、該歯車レス領域の終端位置に対応させて前記カム部材を回転
させるカム駆動部を形成することができる。
　上記トナーカートリッジの着脱構造は、前記操作レバーの前記歯車領域と前記歯車レス
領域に対して、前記カム駆動部を前記操作レバーの軸方向外側へオフセットすることが好
ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のトナーカートリッジの着脱構造は、ロック部材のスライド方向の一端部をシャ
ッタ開閉部材に臨む位置に配置し、前記ロック部材には、該ロック部材のスライドが阻止
される係合部を設けるとともにシャッタ開閉部材には前記係合部に係合して前記ロック部
材第１のスライド位置から第２のスライド位置への移動を規制するスライド阻止部を形成
してなり、該シャッタ開閉部材が前記閉位置にあるとき、前記係合部と前記スライド阻止
部とが非係合関係にあり、前記シャッタ開閉部材が前記閉位置以外に位置にあるとき、前
記係合部が前記スライド阻止部に係止されるようにしたので、シャッタが開状態にあると
き、ロック部材が動作することがないので、トナーカートリッジが操作部から外れること
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を防止でき、トナー漏れを防止することができる。
　また、上記トナーカートリッジの着脱構造は、上記トナーカートリッジの着脱構造の前
記装着部には、前記操作レバーと協働して該操作レバーの第３の位置で、前記ロック部材
を前記被ロック部と前記ロック部の係合を解除する位置にスライドさせるカム部材を備え
たので、従来のように２つの操作レバーを作動させることなく、操作レバーの１回の操作
によって、トナーカートリッジを現像ハウジングから離脱させることができる。また、操
作レバーが第１の回動位置から第２の回動位置に達したときに、カートリッジシャッタ開
位置からを閉位置に回転させるので、トナーカートリッジが脱着される第３の位置でも同
様にシャッタが閉じ状態にあり、トナーカートリッジの脱着時にトナーを周囲に飛散させ
るようなことが防止される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明に従って構成された画像形成装置のトナーカートリッジの脱着構造につい
て添付図面を参照して詳細に説明する。
　図１を参照して、画像形成装置としてのレーザプリンタ１（以下、単に「プリンタ１」
と略称する）は、図１のほぼ直方体形状の装置本体であるプリンタ本体２を備えている。
プリンタ本体２は図１中の右側を装置の前方として説明する。
【００１１】
　プリンタ本体２の下部には、給紙カセット１６が配設され、給紙カセット１６内には、
一端が軸２１まわりに回動自在に支持された用紙載置板である底板２２、底板２２の他端
を上方に押し上げる圧縮コイルばね２８などが配設されている。底板２２上に積層・収容
された用紙Ｐの先端部における上面は、プリンタ本体２内に配設されたピックアップロー
ラ２３に圧接される。ピックアップローラ２３は、用紙Ｐを給紙カセット１６から搬送路
１５側へ引き出す役割を果たす。
　搬送路１５の入口には、分離ローラ対１８が設けられ、下流側へ向かって、搬送ローラ
対１９及びレジストローラ対２０が配設されている。レジストローラ対２０の上流側には
、搬送される用紙Ｐを検知することができる用紙検知センサＳが配設されている。
【００１２】
　レジストローラ対２０の下流側でプリンタ本体２内のほぼ中央領域には、像担持体であ
る感光体ドラム７が配設され、感光体ドラム７の駆動時では、図１において時計方向に回
転駆動される。感光体ドラム７の感光体としては、ａ－Ｓｉ系又はＯＰＣ等が使用される
。
　感光体ドラム７の周囲には、主帯電ローラ８、現像装置の現像スリーブ９、転写ローラ
１０、クリーニングローラ１１及びクリーニングブレード１２、図示しない除電器などが
備えられている。現像装置は、現像ハウジング３９内に配設された現像スリーブ９及び現
像室４１、現像ハウジング３９内にトナーを補給するトナーカートリッジ３７を備えてい
る（図２参照）。プリンタ本体２内の上部位置には、入力された画像情報をレーザ光に変
換し、感光体ドラム７の表面に照射するレーザスキャニングユニットＬＳＵが配設されて
いる。
　図示しない帯電バイアス電源装置により主帯電ローラ８に帯電バイアスが印加されると
、感光体ドラム７の表面が一様に帯電させられる。実施形態においては正極性の帯電バイ
アスが印加され、感光体ドラム７の表面は一様に正帯電させられる。
【００１３】
　現像バイアス電源装置により、現像スリーブ９に現像バイアスが印加されると、レーザ
スキャニングユニットＬＳＵによって露光されることにより感光体ドラム７の表面に形成
された静電潜像が現像される。実施形態においては、帯電バイアスの極性と同じ正極性の
現像バイアスが印加され、磁性を有する一成分現像剤であるトナーが、感光体ドラム７の
表面に形成された静電潜像に対し反転現像させられるよう構成されている。
【００１４】
　搬送路１５における感光体ドラム７の下流側には、定着装置２４が配設されている。定
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着装置２４は、熱ローラ２５と、熱ローラ２５に下方から圧接された圧ローラ２６とを備
えている。
　搬送路１５における定着装置２４の下流側には、搬送ローラ対２７が配設されている。
搬送ローラ対２７は、駆動ローラ３０と、駆動ローラ３０に圧接された従動ローラ３１と
を備えている。搬送ローラ対２７の下流側には排出搬送路２９が配設されている。排出搬
送路２９は、プリンタ本体２の、後壁の内側に沿って上方に延在し、上端部においてプリ
ンタ本体２の前方側にカーブして上記排出口５に接続されている。排出搬送路２９の、上
下方向におけるほぼ中央位置には、搬送ローラ対３２が配設され、上端（下流端）には排
出ローラ対３３が配設されている。搬送ローラ対３２及び排出ローラ対３３は、それぞれ
、駆動ローラと、駆動ローラに圧接された従動ローラとで構成されている。
　プリンタ本体２の上面には排紙トレイ４が形成されている。排紙トレイ４は、後方側が
低く位置するように緩く傾斜した傾斜面とこの傾斜面の前方側へ続く平面とによって構成
されている。排紙トレイ４は、後述するように画像形成後にシート排出口５から前方に排
出されたシートを載置する。プリンタ本体２の、前面には、手差し用給紙トレイ蓋６が配
設され、上端側が前方に開くように構成されている。
【００１５】
　図２乃至図４には、本発明に従って構成されたトナーカートリッジの着脱構造の好適実
施形態が図示されている。全体を番号３５で示す図示の現像装置は、現像装置本体３６と
トナーカートリッジ３７とから構成されている。
　現像装置本体３６は現像ハウジング３９を含んでおり、現像ハウジング３９は底壁４２
、両側壁４３及び４４並びに連結壁４５を有する。連結壁４５は、両側壁４３及び４４の
間を延びている。現像ハウジング３９の底壁４２は、並列配置された３個の、横断面形状
が円弧状である弧状部４２ａ、４２ｂ及び４２ｃを有する。弧状部４２ａと弧状部４２ｂ
との間には実質状鉛直に上方に延びる直立壁４６が形成されており、かかる直立壁４６の
両側には直線状径路４７ａ及び４７ｂが規定されている。
【００１６】
　図２に示す現像ハウジング３９の側壁４３には、図５～図８に示す操作レバー６６とシ
ャッタ開閉部材６７とが装着されている。操作レバー６６は、現像ハウジング３９に支持
されている回動軸４８を軸として回動（揺動）することができる。操作レバー６６には、
上方に突出するアーム６８が形成され、その外周面には略９０度の角度範囲に渡って存在
する噛合歯７０が形成されている。そして、さらに噛合歯７０に隣接して、図６及び図８
の（ａ）に示す歯車の歯のない部分であるニュートラル領域４９が形成されている。
　操作レバー６６には、現像ハウジング３９に支持される回動軸５１に回動可能に配設さ
れたシャッタ開閉部材６７が併設されている。シャッタ開閉部材６７の外側面には回転軸
５１の軸方向外側へ突出する部分が形成され、該突出部には、略９０度の角度範囲に渡っ
て存在する噛合歯７２が形成されている。噛合歯７２は、操作レバー６６の噛合歯７０と
噛み合わされている。
【００１７】
　シャッタ開閉部材６７の外側面には、カム部材５０がシャッタ開閉部材６７に設けられ
ている回動軸５１を中心に回転可能に配設されている。カム部材５０は、回動軸５１を軸
として回動可能であり、シャッタ開閉部材６７の回転とカム部材５０の回転は各々が独立
しており、一体的には回動しない。カム部材５０は、カム部材５０の軸の半径方向外側へ
突出する入力斜面５０ａを形成し、入力斜面５０ａは操作レバー６６の軸方向外側にオフ
セットするように位置させている。操作レバー６６には、上述したニュートラル領域４９
の終端位置に、噛合歯７０よりも軸方向外側に突出する段差を設けた押し上げ部５２を形
成している。そして、操作レバー６６の回動によって、入力斜面５０ａと押し上げ部５２
とが接触するように形成されている。カム部材５０が入力斜面５０ａを形成した位置に対
して周方向反対側、すなわちロック部材１１４の入力板１１４ａに臨んだ位置には、出力
斜面５０ｂが形成されている。出力斜面５０ｂは入力板１１４ａに接し、図６の状態から
、カム部材５０を反時計回りに回転させると、出力斜面５０ｂが下方へ下がり、ロック部
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材１１４を矢印方向Ｘへ移動させることができる。
【００１８】
　シャッタ開閉部材６７の内面側（軸方向内方側）には、図９及び図１０に示すように、
スライド阻止部６７ａが形成されている。スライド阻止部６７ａは、シャッタ開閉部材６
７の直立姿勢（図５のＡの状態）にて、水平方向から垂直方向下方へほぼ９０度の範囲に
形成され、ほぼ半円形状をしたシャッタ開閉部材６７の下部の外周部から半径方向外側へ
、ほぼ円弧形状に突出させている。また、スライド阻止部６７ａは、シャッタ開閉部材６
７の内面側の基準面６７ｂから、シャッタ開閉部材６７の軸方向内方側に突出（オフセッ
ト）させている。そして、シャッタ開閉部材６７が直立姿勢の状態では、ロック部材１１
４のスライドを許容し、シャッタ開閉部材６７が少しでも傾倒し、最終的に傾倒状態にな
るまで、平面視から見てスライド阻止部６７ａが、図１１に示すように、入力板１１４ａ
の側面に突出する。したがって、ロック部材１１４のスライドが阻止される。
【００１９】
　なお、操作レバー６６の回動動作について、図６及び図８の（ａ）に示すように、噛合
歯７０，７２が噛合して、アーム６８が図中における反時計回り方向へ最大に回動した位
置を操作レバー６６の第１の回動位置とし、図８の（ｂ）に示すように、押し上げ部５２
と入力斜面５０ａとが当接する個所を操作レバー６６の第２の回動位置とし、図７及び図
８の（ｃ）に示す押し上げ部５２が入力斜面５０ａを押し上げ、時計回り方向へ最大に回
動した位置を操作レバー６６の第３の回動位置とする。
　図５に示すように、シャッタ開閉部材６７の内面には略Ｕ字形状の受入凹部７４が形成
されている。受入凹部７４には弧状底面から上方に延びる係止突条７６が形成されている
。受入凹部７４及び係止突条７６の作用については、後に言及する。
【００２０】
　図２乃至図４を参照して説明を続けると、現像ハウジング３９には上面壁部材４０が装
着される。上面壁部材４０は現像室４１の上面を覆う上面壁８０を有する。かかる上面壁
８０には幅方向に延びる細長い没入域８２が形成されている。没入域８２の横断面形状は
弧状である。かかる没入域８２には長方形のトナー受入開口６０が形成されている。上面
壁部材４０は、図３及び図４において没入域８２の左方を没入域８２に沿って延びる直立
壁８４を有する。この直立壁８４には、実質上水平に突出する一対の支持棒８６が幅方向
に間隔をおいて形成されている（図３及び図４には一対の支持棒８６の一方のみを図示し
ている）。
【００２１】
　上面壁部材４０には現像室シャッタ８８が装着されている。現像室シャッタ８８は平板
状のシャッタ壁９０を有する。シャッタ壁９０の上面には一対の突条９２が形成されてい
る。突条９２の各々の先端には被当接手段を構成する傾斜面９４が形成されている。シャ
ッタ壁９０には、更に、その両端から前方に突出する一対の突起９８が形成されている。
　このような現像室シャッタ８８は図３に図示する閉位置と、図４に図示する開位置との
間を上面壁８０の上面に沿って移動自在に上面壁部材４０上に装着される。上面壁部材４
０における一対の支持棒８６の各々と現像室シャッタ８８における一対の突条９２の延在
部の各々との間には、現像室シャッタ８８を閉位置に弾性的に偏倚するための、圧縮コイ
ル１００が介在されている。
【００２２】
　現像ハウジング３９に上面壁部材４０が装着され、そして上面壁部材４０に現像室シャ
ッタ８８が装着されている状態において、圧縮コイル１００の弾性作用によって現像室シ
ャッタ８８が図３に示す閉位置に位置させられると、現像室シャッタ８８の一対の突起９
８の先端が現像ハウジング３９に形成されている直立壁１０２（図３）に当接され、かく
して現像室シャッタ８８が図３において右方に閉位置を越えて移動することが阻止される
。現像室シャッタ８８が閉位置に位置させられると、シャッタ壁９０が上面壁部材４０に
形成されているトナー受入開口６０を覆う。
　図２に図示する如く、上面壁部材４０における上面壁８０の片端縁には上方に突出する
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直立壁１０６が形成されており、この直立壁１０６にはその上端から下方に延びる案内溝
１０８が形成されている。上面壁８０には、更に、幅方向に延びる収納壁部１１０が配設
されている。そして、この収納壁部１１０にはロック手段１１２が収納されている。
【００２３】
　図２乃至図４と共に図５ａ及び図５ｂを参照して説明すると、ロック手段１１２は幅方
向に細長く延びるロック部材１１４を有する。ロック部材１１４にはその長さ方向に間隔
をおいて一対のロック溝１１８が形成されている。
　ロック溝１１８の各々は略Ｌ字状であり、該ロック溝１１８には、ロック溝１１８の内
方へかつ横方向へ突出する係合部１２０を形成し、その係合部１２０の上部片縁は傾斜面
１２０ａが形成されている。このようなロック手段１１２は、図５ａの実線に示すロック
位置（以下、第１のスライド位置いう）と図５ａの想像線（二点鎖線）に示す非ロック位
置（以下、第２のスライド位置という）との間を移動自在に、収納壁部１１０（図２）に
装着されている。収納壁部１１０とロック手段１１２の他端との間には、ロック手段１１
２をロック位置に弾性的に偏倚するための、圧縮状態のコイルばね１２４（図５参照）が
配設されている。
　図６及び図７を参照して、ロック部材１１４の操作レバー６６がある側の端部には、操
作レバー６６側に突出した入力板１１４ａが形成されている。前述したように、入力板１
１４ａは、カム部材５０の出力斜面５０ｂに当接している。
【００２４】
　上述した図８の（ａ）に示す操作レバー６６の第１の回動位置から操作レバー６６の時
計回りの回転によって、図８の（ｂ）に示す第２の回動位置に移動し、上述した押し上げ
部５２が、入力斜面５０ａに当接する。操作レバー６６をさらに回転させると、押し上げ
部５２は、時計回りに回転する。すると、入力斜面５０ａが反時計回りに回動する一方、
出力斜面５０ｂが反時計回りの下側へ移動（回動）するため、入力板１１４ａが出力斜面
５０ｂの傾斜面によって案内されて、第１のスライド位置にあるロック部材１１４が、カ
ム部材５０の軸方向へ該カム部材５０と離れる方向へ移動する。こうして、操作レバー６
６が第２の回動位置から第３の回動位置に移動すると、ロック部材１１４が第１のスライ
ド位置（図５のａの実線）から第２のスライド位置（図５のａの想像線）に移動する。
　この第３の回動位置で、操作レバー６６のアーム６８を離すと、コイルばね１２４の弾
性力によって、ロック部材１１４が第２のスライド位置から第１のスライド位置に戻り、
ロック部材１１４の入力板１１４ａが出力斜面５０ｂを押圧して、操作レバー６６は第２
の回動位置に戻る。
【００２５】
　図２乃至図４と共に図１２を参照して説明すると、トナーカートリッジ３７はカートリ
ッジケース１２６を含んでいる。カートリッジケース１２６は上面が開口した箱状ケース
本体１２８とこのケース本体１２８に超音波溶接の如き適宜の手段によって固定される蓋
体１３０とから構成されている。ケース本体１２８の底壁は横断面形状が弧状である２個
の弧状部１３２ａ及び１３２ｂを有する。弧状部１３２ａの曲率半径は比較的大きく、弧
状部１３２ｂの曲率半径は比較的小さい。図１２を参照することによって理解される如く
、弧状部１３２ｂには下方に突出せしめられた突出域１３４が配設されている。突出域１
３４には長方形のトナー排出開口１３６が形成されている。
【００２６】
　図３及び図４と共に図１３を参照して説明すると、カートリッジケース１２６内にはカ
ートリッジシャッタ１７２が配設されている。図１３に示す如く、カートリッジシャッタ
１７２はシャッタ部材１７４と連結シャフト１７６とから構成されている。シャッタ部材
１７４は円筒形状である両端部１７８及び１８０を有する、片端部１７８には略三角形状
の突出部を有する２個のフランジ１８２が形成されている。シャッタ部材１７４の主部１
８４は横断面形状が略２００度の角度範囲に渡る弧状である。シャッタ部材１７４の主部
１８４には、長方形のトナー通過開口１８６が形成されている。このトナー通過開口１８
６の大きさはケース本体１２８に形成されている上記トナー排出開口１３６（図１２）と
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実質上同一でよい。シャッタ部材１７４の主部１８４の外周面には、トナー通過開口１８
６に沿って延びる長方形状のシール部材１８８（図３）が貼着されている。連結シャフト
１７６の一端部は比較的小径にせしめられており、その外周面には複数個の係止片１９０
が形成されている。連結シャフト１７６の他端部には該連結シャフト１７６の直径方向に
延びる係止溝１９２が形成されている。
【００２７】
　図１２を参照して、シャッタ部材１７４はケース本体１２８の弧状部１３２ｂにおける
上述した突出域１３４に配置され、連結シャフト１７６は、その一端部がケース本体１２
８の側壁１３８に形成されている貫通穴を通してシャッタ部材１７４の片端部１７８内に
配設される。シャッタ部材１７４の片端部１７８内には、連結シャフト１７６の係止片１
９０に対応した係止片（図示していない）が形成されており、シャッタ部材１７４の片端
部１７８内に連結シャフト１７６の一端部が挿入されると、連結シャフト１７６の係止片
１９０とシャッタ部材１７４の係止片とが弾性的に変形することによって相互に連結され
る構造になっており、シャッタ部材１７４に連結シャフト１７６が固定される。係止溝１
９２は、ケース本体１２８の側壁１３８から外方に突出するように配設されている。
　図１２に示すように、ケース本体１２８には、幅方向に間隔をおいて一対の被ロック手
段１９４が配設されている。被ロック手段１９４の各々は横方向へ突出したフック１９６
とフック１９６の上面の水平面１９８とを有する。
【００２８】
　次に、本実施形態によるトナーカートリッジの脱着構造の作用について説明する。
　図３及び図４に示すように、トナーカートリッジ３７は現像装置本体３６の現像ハウジ
ング３９に着脱自在に装着される。現像ハウジング３９の所定位置にトナーカートリッジ
３７を装着する際には、図３と図４を比較参照することによって理解されるように、ケー
ス本体１２８の底壁の弧状部１３２ｂにおける突出域１３４が、現像ハウジング３９の現
像室シャッタ８８の一対の突条９２に形成されている傾斜面９４に当接し、現像室シャッ
タ８８を図３に示す閉位置から図４に示す開位置に移動させ、現像室４１のトナー受入開
口６０が露呈される。
【００２９】
　図５、図８及び図１２を参照して、現像装置本体３６の現像ハウジング３９にトナーカ
ートリッジ３７を装着する際には、操作レバー６６は図８の（ｂ）に示す第２の回動位置
にあり、ロック部材１１４は図５の（ａ）の実線に示す第１のスライド位置にある。初期
状態で操作レバー６６が図８の（ｂ）に示す位置にあるのは、ロック部材１１４のコイル
ばね１２４の付勢力が大きく、ロック部材１１４の端部にある入力板１１４ａが出力斜面
５０ｂを押圧するからである。
　また、シャッタ開閉部材６７は、受入凹部７４の係止突条７６の向きが上下方向へ向い
た状態となる（図５のＡ参照）。トナーカートリッジ３７のカートリッジシャッタ１７２
は連結シャフト１７６の係止溝１９２の向きが、開口を下にして上下方向に向いている（
図１２参照）。
【００３０】
　トナーカートリッジ３７におけるカートリッジシャッタ１７２は、図３に示す閉位置に
位置しており、シール部材１８８がトナーカートリッジ３７のトナー排出開口１３６を覆
って、該トナー排出開口１３６を閉じている。
　このような状態で、トナーカートリッジ３７を現像ハウジング３９の所要位置に装着す
ると、フック１９３が係合部１２０に形成した傾斜面１２０ａを介して上方から下方に押
し込まれ、被ロック手段１９８が傾斜面１２０ａを乗り越えて係合部１２０の底面に係止
され、トナーカートリッジ３７の一対のフック１９６の各々が現像ハウジング３９のロッ
ク部材１１４に形成されている一対の係止部１２０に係止されることによって、トナーカ
ートリッジ３７が現像ハウジング３９にロックされる。
【００３１】
　一方、カートリッジシャッタ１７２における連結シャフト１７６の係止溝１９２が形成
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されている端部は、現像ハウジング３９における上面壁部材４０の片端縁に形成されてい
る直立壁１０６の案内溝１０８に案内されて下降し、現像ハウジング３９の片端に配設さ
れている図５の（ａ）に示すシャッタ開閉部材６７の受入凹部７４内に差し込まれる。
　そして、シャッタ開閉部材６７の受入凹部７４に形成されている係止突条７６が、カー
トリッジシャッタ１７２の連結シャフト１７６に形成されている係止溝１９２内に挿入さ
れる。
　この状態では、操作レバー６６は、図８の（ｂ）の第２の回動位置にあり、トナーカー
トリッジ３７は現像ハウジング３９にロックされカートリッジシャッタ１７２は、閉鎖位
置にある状態となる。また、シャッタ開閉部材６７は、直立姿勢であるので、スライド阻
止部６７ａはロック部材１１４の入力板１１４ａとは非係合状態にある。
【００３２】
　ここで操作レバー６６を第２の回動位置から第１の回動位置に回動すると、シャッタ開
閉部材６７の噛合歯７２は、操作レバー６６の噛合歯７０と噛み合わされた状態で回動し
、シャッタ開閉部材６７が図５の（ａ）に示す直立状態から図５の（ｂ）に示すように傾
倒し、カートリッジシャッタ１７２は図３に示す閉位置から図４に示す開位置に回転させ
られる。したがって、シャッタ開閉部材６７は、傾倒姿勢となるので、スライド阻止部６
７ａはロック部材１１４の入力板１１４ａと係合状態となる。
　カートリッジシャッタ１７２が開位置に回転すると、トナー通過開口１８６がトナー排
出開口１３６と整合し、かくしてトナー排出開口１３６が開放される。従って、カートリ
ッジケース１２６内のトナーがトナー通過開口１８６、トナー排出開口１３６及びトナー
受入開口６０を通して現像室４１内に供給される。
【００３３】
　図５の（ａ），（ｂ）において、トナーカートリッジ３７の装着時に、トナーカートリ
ッジ３７を傾けた状態で組み付けた場合では、一対のフック１９６のうち、一方のフック
１９６ａが図中の左側の係合部１２０のみにロックされ、他方のフック１９６ｂが係合部
１２０を越えないで、誤装着されることがある。このような状態では、上述したように、
操作レバー６６の操作が可能である。したがって、作業者が誤装着だと気付かず、操作レ
バー６６を第１の回動位置へ操作をした場合に、カートリッジシャッタ１７２がトナー排
出開口１３６を開放してしまう。その後、作業者が誤装着に気付き、トナーカートリッジ
３７を外そうとすると、図１０の（ｂ）及び図１１に示すように、シャッタ開閉部材６７
のスライド阻止部６７ａが、入力板１１４ａの側面に突出する。したがって、ロック部材
１１４の右方へのスライドが阻止される。このように、ロック部材１１４のスライドが阻
止されるので、フック１９６ａと係合部とのロック状態が維持されるので、トナーカート
リッジ３７が外れて、トナーの飛散を防止することができる。
　このような誤装着において、作業者は、トナーカートリッジ３７の他方のフック１９６
ｂを係合部１２０に挿入して、トナーカートリッジ３７を正規の状態に装着することがで
き、正常な装着に戻る。なお、シャッタ開閉部材６７は、傾倒姿勢のままであるので、ス
ライド阻止部６７ａはロック部材１１４の入力板１１４ａと係合状態となる。
【００３４】
　カートリッジケース１２６内のトナーが消尽された場合には、トナーカートリッジ３７
を交換することが必要である。この場合には、先ず、操作レバー６６を図８の（ａ）に示
す第１の回動位置から図８の（ｃ）に示す第３の回動位置まで回転させる。
　この際、図８の（ａ）に示す状態では、トナーカートリッジ３７のカートリッジシャッ
タ１７２は使用時における開位置にある。そして、操作レバー６６の時計回りの回転によ
って、シャッタ開閉部材６７の噛合歯７２は、操作レバー６６の噛合歯７０との回動によ
って、シャッタ開閉部材６７が図５の（ｂ）に示す傾倒状態から図５の（ａ）に示す直立
状態へ移行する回転が始まる。そして、図８の（ｂ）に示すように、操作レバー６６の時
計回りの回転によって、カム部材５０の入力斜面５０ａが、上述したニュートラル領域４
９の終端位置に形成した押し上げ部５２と当接して、シャッタ開閉部材６７が傾倒姿勢か
ら直立姿勢となる。トナーカートリッジ３７のカートリッジシャッタ１７２が閉状態とな
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り、カートリッジケース１２６のトナー排出開口１３６が閉じられる。
　なお、カートリッジシャッタ１７２の閉動作は、上述の開動作の逆の手順である。
　シャッタ開閉部材６７は、傾倒姿勢となるので、スライド阻止部６７ａはロック部材１
１４の入力板１１４ａと係合状態となる。
【００３５】
　同時に、操作レバー６６が第２の回動位置を超えると、押し上げ部５２は、図８の（ｃ
）に示すように、入力斜面５０ａを押し上げてカム部材５０を反時計回りに回転させる。
これによって、カム部材５０の入力斜面５０ａと反対側の位置に形成された出力斜面５０
ｂが下側へ移動（回動）するため、出力斜面５０ｂと当接している入力板１１４ａが、カ
ム部材５０の出力斜面５０ｂの傾斜面によって案内されて、第１のスライド位置に配置さ
れているロック部材１１４が、カム部材５０の軸方向へ該カム部材５０と離れる方向へ移
動し、操作レバー６６が第２の回動位置から第３の回動位置に移動すると、ロック部材１
１４が、コイルばね１２４の弾性力に抗して図５の（ａ）の想像線で示す第２のスライド
位置に移動する。
　すると、トナーカートリッジ３７の一対の被ロック手段１９４のフック１９６の水平面
１９８（図１２参照）の各々が現像装置本体３６のロック手段１１２に形成されている一
対のロック溝１１８の係合部１２０との係合を解除し、トナーカートリッジ３７を現像ハ
ウジング３９から離脱させることができる。この後、ロック部材１１４は、コイルばね１
２４の弾性力によって、第１のスライド位置に戻る。
　なお、操作レバー６６の第２の回動位置では、トナーカートリッジ３７が装着されてい
ない状態では、図８の（ｂ）の実線に示すように、シャッタ開閉部材６７は直立状態にあ
るので、スライド阻止部６７ａはロック部材１１４の入力板１１４ａと非係合状態となり
、ロック部材１１４のスライドを許容する。トナーカートリッジの取り外し時では、シャ
ッタ開閉部材６７は図８の（ｂ）の点線に示すように、傾倒状態にあるので、スライド阻
止部６７ａはロック部材１１４の入力板１１４ａと係合状態となるので、ロック部材１１
４のスライドを阻止する。
【００３６】
　このように本実施形態によると、トナーカートリッジ３７の装着時に、操作レバー６６
を操作し、作業者が誤装着だと気付かず、操作レバー６６の操作をした後に、作業者が誤
装着に気付き、トナーカートリッジ３７を強制的に外そうとしても、シャッタ開閉部材６
７のスライド阻止部６７ａが、入力板１１４ａの動きを制限するので、ロック部材１１４
の右方へのスライドが阻止される。トナーカートリッジ３７は、フック１９６ａと係合部
とのロック状態が維持されるので、トナーカートリッジ３７が外れて、トナーの飛散を防
止することができる。
　従来のように２つの操作レバーを作動させることなく、操作レバー６６の１回のレバー
操作によって、トナーカートリッジ３７を現像ハウジング３９から離脱させることができ
る。また、操作レバー６６が第１の回動位置と第３の回動位置との間にある第２の位置に
達したときに、カートリッジシャッタ１７２を閉位置に回転させるので、トナーを周囲に
飛散させるようなことが防止される。
　なお、現像装置本体３６の現像ハウジング３９にトナーカートリッジ３７を装着する際
には、操作レバー６６は図８の（ｃ）に示す第３の回動位置にあり、ロック部材１１４は
図５の（ａ）の想像線に示す第2のスライド位置にある状態でもかまわない。
【００３７】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の技術的思想に基づいて、勿論、
本発明は種々の変形又は変更が可能である。
　例えば、上記実施形態では、従来のように２つの操作レバーを作動させることなく、１
つの操作レバー６６のレバー操作によって、トナーカートリッジ３７を現像ハウジング３
９から離脱させるようにした。
　しかしながら、図１４に示すように、従来のようにカム部材５０が無く、ロック部材１
１４にスライドレバー１１６が形成されており、操作レバー６６とスライドレバー１１６
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の２つのレバーを操作するものであっても、シャッタ開閉部材６７にスライド阻止部６７
ａを設けることによって、シャッタ開閉部材６７が直立状態の位置にあるとき以外に、ロ
ック部材１２４のスライドを防止できる。したがって、トナーカートリッジ３７の装着部
（現像ハウジングなど）への誤装着以外にスライドレバー１１６を操作したときにも、ロ
ック部材１１４のスライドを防止できる。この意味では、従来のように、スライドレバー
１１６があるタイプのものに、本願発明のシャッタ開閉部材６７のスライド阻止部６７ａ
とロック部材１１４の入力板１１ａを用いて、ロック部材１１４のスライドを阻止するこ
とが効果的である。
　そして、上記実施形態と同様な効果があり、トナーカートリッジ３７の誤装着時におけ
る、トナーカートリッジ３７の強制脱着によるトナーの飛散を防止することができる。
　また、スライド阻止部６７は、シャッタ開閉部材６７に設けたが、シャッタ開閉部材６
７に限らず、他の部分、例えば、トナーカートリッジの連結シャフト１７６に設け、連結
シャフト１７６の回動によって、ロック部材１１４の入力板１１ａの移動を規制又は規制
解除するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施形態によるトナーカートリッジの着脱構造を採用している画像形成
装置の断面図である。
【図２】図１の画像形成装置の現像装置の分解斜視図である。
【図３】図２に示す現像装置の分解断面図である。
【図４】図２に示す現像装置の断面図である。
【図５】（ａ）は図２に示す現像装置における操作レバー、シャッタ開閉部材及びロック
手段を示し、ロック手段の実線は、該ロック手段の第１のスライド位置を示し、想像線は
第２のスライド位置を示す斜視図（カム部材は省略している）、（ｂ）は図２に示す現像
装置における操作レバー、シャッタ開閉部材及びロック手段を、操作レバーが第１の回動
位置にある状態で示す斜視図（カム部材は省略している）である。
【図６】図２の現像装置の操作レバーが第１の回動位置にある状態の斜視図である。
【図７】図２の現像装置の操作レバーが第３の回動位置にある状態の斜視図である。
【図８】（ａ）は、図２の現像装置の操作レバーが第１の回動位置にある状態（シャッタ
の閉状態にて）の側面図、（ｂ）は図２の現像装置の操作レバーが第２の回動位置にある
状態の断面図、（ｃ）は図２の現像装置の操作レバーが第３の回動位置にある状態（シャ
ッタの開状態にて）の側面図である。
【図９】（ａ）は、図５に示すシャッタ開閉部材の軸方向外側から見たシャッタ開閉部材
の拡大斜視図、（ｂ）はシャッタ開閉部材を軸方向内側から見たシャッタ開閉部材の拡大
斜視図である。
【図１０】（ａ）は、図５に示すシャッタ開閉部材のスライド阻止部が入力板を規制して
いない状態のシャッタ開閉部材と入力板の位置関係を示す斜視図であり、（ｂ）は、スラ
イド阻止部が入力板を規制している状態のシャッタ開閉部材と入力板の位置関係を示す斜
視図である。
【図１１】図５に示すは、スライド阻止部が入力板を規制している状態のシャッタ開閉部
材と入力板の位置関係を示す平面図である。
【図１２】図２に示す現像装置におけるトナーカートリッジの斜視図。
【図１３】図２に示す現像装置におけるトナーカートリッジに配設されているカートリジ
シャッタの斜視図。
【図１４】（ａ）の実線は従来の現像装置におけるロック手段がロック位置にある状態（
シャッタの閉状態にて）、想像線は従来の現像装置におけるロック手段が非ロック位置に
ある状態の斜視図、（ｂ）はロック位置にある状態（シャッタの開状態にて）の斜視図で
ある。
【符号の説明】
【００３９】
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１　プリンタ
２　プリンタ本体
３５　現像装置
３６　現像装置本体
３７　トナーカートリッジ
３９　現像ハウジング
４９　ニュートラル領域（歯車レス領域）
５０　カム部材
５０ａ　入力斜面
５０ｂ　出力斜面（出力傾斜面）
５２　押し上げ部（カム駆動部）
６６　操作レバー
６７　シャッタ開閉部材
６７ａ　スライド阻止部
７０　噛合歯（歯車領域）
１１２　ロック手段
１１４　ロック部材
１１４ａ　入力板（係合部）
１１８　ロック溝
１２０ａ　傾斜面
１９４　被ロック手段
１９６　フック（被ロック部）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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